
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律に基づき国が算出する平成１４年度届出外排出量の推計方法に関する考え

方について（案 」に対する意見の募集について）

（お知らせ）

＜経済産業省同時発表＞ 平成１５年１２月５日（金）
環境省環境保健部環境安全課
課 長：安達 一彦(内線 6350)
課長補佐：福島 健彦(内線 6360)
課長補佐：長瀬 雅信(内線 6356)
担 当：渡邉 真功(内線 6358)

環境省は、経済産業省と共同で「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律に基づき国が算出する平成１４年度届出外排出量の推計方
法に関する考え方について（案 」を取りまとめました。）
本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、ファクシミリ、郵
送、電子メールにより意見募集（パブリック・コメント手続）を１２月５日から開始
します。

平成１１年７月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律 （化学物質排出把握管理促進法）に基づく「ＰＲＴＲ制度 （別紙参」 」

照 は 人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について 事業所からの環境 大） 、 、 （

気 水 土壌 への排出量及び廃棄物中に含まれて事業所の外へ移動する量を事業者が自ら、 、 ）

把握し 国に届出を行い 国は事業者からの届出や統計資料等を用いた推計に基づき 対象、 、 、

化学物質の排出量・移動量を集計し、公表するものです。

このＰＲＴＲ制度に基づき 昨年度より事業者からの届出が開始されるとともに 環境省、 、

及び経済産業省は届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量 以下 届出外（ 「

排出量 という についても推計を行い 本年３月に平成１３年度１年間の対象化学物質」 。） 、

の排出量等について法施行後初の公表を行いました 平成１５年度においては 平成１４年。 、

度１年間の対象化学物質の排出量等について事業者からの届出の集計作業を進めるととも

に 届出外排出量の推計作業を行うこととしています このため 環境省及び経済産業省で、 。 、

は 平成１３年度の届出外排出量の推計作業以降に得られた最新の知見を利用しつつ 推計、 、

方法の見直しを行い 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める、「

省令 第５条で規定されている①対象業種を営む事業者からの排出量のうち従業員数 取扱」 、

量等の一定の要件を満たさないため届出がなされないもの、②対象業種以外の業種のみを

営む事業者からの排出量 ③家庭からの排出量 ④移動体からの排出量の各算出事項につい、 、

て、平成１４年度の届出外排出量の推計方法に関する考え方の案を取りまとめましたので､

これについて国民の皆様から御意見を募集いたします。御意見のある方は別添の御意見募

集要項に沿って、御提出ください。

環境省及び経済産業省としては 皆様からいただいた御意見を参考としつつ 平成１４年、 、

度届出外排出量の推計方法を確定していきたいと考えています。有用なデータ・ソースの

御提供や優れた推計方法の御提案があれば、積極的に取り入れてまいりたいと考えており

ます。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。



【御意見募集要項】

１．意見募集対象

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき国が

算出する平成１４年度届出外排出量の推計方法に関する考え方について（案 」及び「届出外排）

出量の推計方法に関する補足説明資料」

ただし、上記（案）及び補足説明資料の中にある排出量の試算値は、試行的に行ったものと

して参考にお示しするものであり、意見募集の対象ではありません。

２．募集期間

平成１５年１２月５日（金）～平成１６年１月５日（月）必着

３．提出方法

により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。【意見提出用紙】の様式

（１）郵送： 提出してください。【意見提出用紙】の様式に従って

（２）ファクシミリ： 提出してください。【意見提出用紙】の様式に従って

（３）電子メール： 、ファイル形式をテキスト形式として送付し【意見提出用紙】の項目に従い

てください （添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います ）。 。

なお、電話での御意見はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

【意見提出用紙】

宛先：環境省環境保健部環境安全課 あて

氏名（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名）

：

職業（企業の場合は業種 ：）

住所：〒

電話番号：

ＦＡＸ番号：

意見：＜該当箇所＞

（どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください ）。

＜意見内容＞

＜理 由＞



４．意見提出先

環境省環境保健部環境安全課 あて

○郵送の場合

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２

環境省環境保健部環境安全課ＰＲＴＲ担当

○ファクシミリの場合

ファクシミリ番号：03-3580-3596

○電子メールの場合

prtr@env.go.jp電子メールアドレス：

※なお、頂いた記載内容については、住所、電話番号、ＦＡＸ番号を除き、すべて公開される

可能性があることを御承知おきください。

５．意見募集対象の資料の入手方法

○環境省環境保健部環境安全課（中央合同庁舎第５号館２５階）ＰＲＴＲ担当 及び

経済産業省製造産業局化学物質管理課（経済産業省本館７階） において資料配布

○インターネットによる閲覧

環境省ホームページ（アドレス http://www.env.go.jp/info/iken.html）

経済産業省ホームページ（アドレス http://www.meti.go.jp/feedback/index.html）

○資料の送付

資料の送付を希望される方は、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより資料送付先等

（郵便番号、住所、氏名 「ＰＲＴＲ届出外排出量推計方法の考え方資料希望」を必ず明記）、

を下記の宛先まで御連絡ください。

折り返し、ゆうパック（料金着払）により送付いたします。

03-3580-3596・ファクシミリの場合 ファクシミリ番号：

・郵送の場合 〒 東京都千代田区霞が関１－２－２100-8975
環境省環境保健部環境安全課ＰＲＴＲ担当

prtr@env.go.jp・電子メールの場合

６．その他

経済産業省製造産業局化学物質管理課においても、同様に本資料についての意見募集を実施

しており、資料は経済産業省からも入手できます。

環境省か経済産業省のいずれかに提出された御意見は、両省が共通に検討の参考とさせてい

ただきますので、同じ意見を両省に提出する必要はありません。

なお、企業・団体から意見を提出される場合に、同一の意見を複数の部署から提出されるこ

とのないようお願いいたします。


